
  提出先 

  

「エコファミリーの取組」の評価を報告したご家族に「ＪＡ大井川
ファーマーズマーケット”まんさいかん藤枝”」で使用できる    
ふじえだグリーン商品券５００円を贈呈します。 随時、宣言を受け

付けています。(※締め切りはありません) 

〒426-0026 藤枝市岡出山2-15-25 
藤枝市 環境政策課「エコファミリー宣言」担当あて 
メール ： kankyoseisaku@city.fujieda.shizuoka.jp 

  特典 
  

1 「エコファミリーの取組」用紙を家族で確認する 

2「”もったいない”エコファミリー宣言」用紙に参加家族の 

   氏名などを記入 

3 記入した宣言用紙を環境政策課へ提出 

4 3週間エコ生活に取組みましょう 

5 3週間後、「エコファミリーの取組」用紙に取組み評価 

    を記入して、環境政策課に郵便またはメールで報告 

 

  要領 
  

 先人から受け継がれた環境をより良いものとして次の世代へ伝えていくためにも、
「二酸化炭素の削減」「燃やすごみの削減」「環境保全活動への参加」の 
３つの目標を宣言して日々の暮らしの中で、エコ生活に取組みましょう。 

①「デコ活」とは、環境省が行う「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」のことで、 
    生活がより豊かに、快適・健康になると同時に、温室効果ガスも削減する新しい暮らしのことです。 
② 本市では令和6年1月30日、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、デコ活宣言を行いました。 
③ みなさんも暮らしの中でできる環境に優しい取組を進めましょう。 

環境政策課 もったいない運動推進担当 
〒426-0026   藤枝市岡出山2-15-25 

                      電話： 054-643-3183 

お問い合わせ 

 ＷＥＢからも提出できます  

  

「エコファミリー宣言」  提出フォーム 
https://logoform.jp/f/7G7n4 

「エコファミリーの取組」 提出フォーム 
https://logoform.jp/f/FASxN 

みんなで 

特典もあるよ! 


